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令和６年第３回長与町議会定例会 

議事日程（第５号） 

 

令和６年９月２０日（金） 

午前９時３０分 開議 

日程 議案番号 件        名 備考 

１ ４０ 長与町土地開発基金条例の一部を改正する条例 ※総務 

２ ４１ 長与町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例 ※総務 

３ ４２ 長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例 ※総務 

４ ４４ 令和６年度長与町一般会計補正予算（第３号） 
※総務 
※産業 

５ ４５ 令和６年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号） ※総務 

６ ４６ 令和６年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） ※総務 

７ ４７ 令和６年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号） ※総務 

８ ４８ 
令和６年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補

正予算（第１号） 
※産業 

９ ４９ 令和５年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定について 
※総務 
※産業 

１０ ５０ 
令和５年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて 
※総務 

１１ ５１ 
令和５年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついて 
※総務 

１２ ５２ 令和５年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について ※総務 

１３ ５３ 
令和５年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳

入歳出決算の認定について 
※産業 

１４ ５４ 令和５年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定について ※産業 

１５ ５５ 令和５年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定について ※産業 

１６ ― 議員派遣の件  

１７ ― 委員会の閉会中の継続調査申し出  

    

    

    

※付託された委員会 

 



○議長（安藤克彦議員） 

皆さんおはようございます。委員会審査、大変お疲れさまでした。ただ今から本日の

会議を開きます。 

日程第１、議案第４０号長与町土地開発基金条例の一部を改正する条例から日程第３、

議案第４２号長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例までの３件を一括議題とし

ます。 

ただ今一括議題とした議案について、委員長の報告を求めます。 

総務厚生常任委員長。 

○１１番（金子恵議員） 

それでは令和６年９月議会におきまして、総務厚生常任委員会に付託をされました議

案第４０号から４２号までの報告をいたします。審査日は令和６年９月９日から１３日、

委員出席の下、説明員として関係所管管理職ならびに職員を招き審査を行いました。議

案第４０号長与町土地開発基金条例の一部を改正する条例についてご報告を申し上げま

す。提案理由、主な内容として、長与町図書館建設用地の先行取得および買い戻しが終

了し、今後の土地先行取得の必要性等を踏まえ基金の額を減額するもの。具体的には土

地開発基金の現金を一部処分し、第２条に定める基金の額を適正な額に減額するもの。

以上の説明がありました。主な質疑として、基金の内訳は現金１億８,０００万円、土地

３億円とのことだが、評価額が下がると４億８,０００万円を下回るということかに対し、

土地は基金所有の取り扱いになる。町がその土地を活用するために買い戻すときは、当

時のままの額で買い戻しをするため資産価格が変わるということはない。慎重に審査し

た結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

次に、議案第４１号長与町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正する条例につ

いてご報告します。提案理由、主な内容として、令和６年７月３１日、児童扶養手当法

施行令及び特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令の一部を改正する政令が公布

され、令和６年１１月に施行されることに伴い所要の改正を行うもの。第５号に規定す

る支給の制限に係る所得制限額は、児童扶養手当法施行令を引用しており、この所得限

度額が引き上げられたことに伴い、条文に項ずれが生じたため改正を行う。以上の説明

がありました。主な質疑としては、特記すべきものはありませんでした。慎重に審査し

た結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

次に、議案第４２号長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例について報告をい

たします。提案理由、主な内容として行政手続きにおける特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律により、令和６年１２月２日から被

保険者証が廃止されることに伴い、国民健康保険法から保険税滞納世帯に対する被保険

者証の返還および返還の求めに応じない者に対する過料の規定が削られることになった

ため、長与町国民健康保険条例中、国民健康保険法の引用について改め、被保険者証の

返還の求めに応じない者への過料の規定を削除する改正を行うもの。以上の説明があり



ました。質疑としては、特記すべきものはありませんでした。慎重に審査した結果、全

会一致で可決すべきものと決しました。報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第４０号について、質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第４１号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第４２号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第４０号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１、議案第４０号長与町土地開発基金条例の一部を改正する条例を採

決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第４１号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第２、議案第４１号長与町福祉医療費の支給に関する条例の一部を改正

する条例を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第４２号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第３、議案第４２号長与町国民健康保険条例の一部を改正する条例を採

決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 



異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第４、議案第４４号令和６年度長与町一般会計補正予算（第３号）から日程第８、

議案第４８号令和６年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計補正予算

（第１号）までの５件を一括議題とします。ただ今一括議題とした議案について、委員

長の報告を求めます。 

総務厚生常任委員長。 

○１１番（金子恵議員） 

それではご報告を申し上げます。まず、議案第４４号令和６年度長与町一般会計補正

予算（第３号）につきまして、総務厚生常任委員会に付託をされました部分の報告を申

し上げます。提案理由、主な内容として、歳入の主なものは、普通交付税の令和６年度

の額確定により５億９３万４,０００円の増額。また土地開発基金の一部処分に伴う繰入

金４億２,９５９万６,０００円の増額。次に、複合施設整備事業充当起債３億１,３００

万円を計上。内訳は、公共施設等適正管理推進事業債１億８,１８０万円、地域活性化事

業債８,７１０万円、一般事業債４,４１０万円となっている。歳出の主なものは、複合

施設建設工事費で令和６年度から８年度にかけての経費のうち、令和６年度分の支払い

限度額分として、前金払いで３億４,７７７万７,０００円、自己託送接続検討料として

２２万円を計上。次に、長与児童館屋上パラペット爆裂部分の修繕料３１万３,０００円

を計上。また、防災ハザードマップ作成業務委託料として７７万円を計上。これは長崎

県が新たに２級河川の洪水、浸水想定区域を公表したことに伴い、防災ハザードマップ

のウェブ版を更新するもの。この他公金振込手数料１１１万４,０００円を計上。以上の

説明がありました。主な質疑として、企画財政部では、工事監理委託料は監理業務委託

と設計者の意図伝達業務委託ということだが、内容は何か。また、どのような委託方法

をとるのかに対し、工事監理業務委託に関しては、一般競争入札での発注を予定。図面

と工事現場が合っているかを確認することが主な業務となる。意図伝達業務は、設計者

との随意契約になる。業務委託の内容は、設計図面の意図、内容を工事監理業務を通じ

て現場に伝えるもの。以上の答弁がありました。次に、総務部、住民福祉部、健康保険

部に関しましては、特記すべき質疑はありませんでした。会計課におきましては、自治

体の事務も金銭的な負担が今後増えてくることとなった場合、これを町の必要経費だと

いうことで見ていくのか、それとも住民負担にするのか、どう転嫁していくべきかは自

治体間の首長の考え方でも違ってくる。検討状況はどうなっているかに対し、今後手数

料の部分を住民に転嫁するという自治体も出てくる可能性もある。現時点、本町におい

ては、自治体が負担すべき経費として住民に転嫁する考えはない。今後の情勢によって

は、その点も見直していくときが来るのではないかということも念頭に入れている。以

上、慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

次に、議案第４５号令和６年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につ

いてご報告を申し上げます。提案理由、主な内容として、既定の予算総額に歳入歳出そ



れぞれ４,２０２万６,０００円を追加し、補正後の総額を４５億２,１０６万９,０００

円とするもの。歳入では前年度決算に伴い確定した繰越額４,１４９万２,０００円を計

上。歳出は、医療保険のデータベースに登録されているマイナンバーのお知らせの送付

に係る封筒代および郵送料を計上。予備費は、収支の調整として計上。以上の説明があ

りました。こちらに関しては、特記すべき質疑はありませんでした。慎重に審査した結

果、全会一致で可決すべきものと決しました。 

次に、議案第４６号令和６年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）に

ついてご報告をいたします。提案理由、主な内容として、既定の予算総額に歳入歳出そ

れぞれ３４４万２,０００円を追加し、補正後の予算総額を７億３,４１５万６,０００円

とするもの。歳入では、前年度決算に伴い確定した繰越額３４４万２,０００円を計上。

歳出は、前年度からの繰越金のうち、出納整理期間に収納した前年度分の保険料を長崎

県後期高齢者医療広域連合へ納付するもの。以上の説明がありました。こちらに関して

も特記すべき質疑はありませんでした。慎重に審査した結果、全会一致で可決すべきも

のと決しました。 

次に、議案第４７号令和６年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１号）について

ご報告をいたします。提案理由、主な内容として、保険事業勘定では、既定の予算総額

に歳入歳出それぞれ１億８,２３０万３,０００円を追加し、補正後の総額を３３億９,１

９６万７,０００円。歳入は繰越金１億７,７０２万１,０００円を計上。歳出では、公金

収納の事務のデジタル化推進のため、公金振込手数料の有料化に伴う経費などを計上。

介護サービス事業勘定は、既定の予算総額に歳入歳出それぞれ６５４万円を追加し、補

正後の総額を３,４５２万８,０００円とするもの。歳入は繰越金として６５４万円を計

上。歳出では、同額を予備費として計上した。以上の説明がありました。主な質疑とし

て、こちらも特に特記すべきものはありませんでした。慎重に審査した結果、全会一致

で可決すべきものと決しました。以上報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

しばらく休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（安藤克彦議員） 

休憩前に引き続き会議を再開します。 

金子委員長。 

○１１番（金子恵議員） 

議案第４４号で公金振込手数料を１１１万４,０００円と申し上げましたが、こちらは

３１１万４,０００円であります。訂正方お願いいたします。以上報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第４４号について質疑はありませんか。 



質疑なしと認めます。 

次に、議案第４５号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第４６号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第４７号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

続けて報告を求めます。 

産業文教常任委員長。 

○９番（中村美穂議員） 

皆さんおはようございます。令和６年第３回本会議におきまして、産業文教常任委員

会に付託をされました議案について報告いたします。審査日は令和６年９月９日から１

２日、委員全員出席の下、説明員として関係所管管理職ならびに職員を招き審査いたし

ました。議案第４４号令和６年度長与町一般会計補正予算（第３号）の提案理由、主な

内容は、建設産業部産業振興課では、農道等補修工事費は、長与岡北土地改良区におい

て配水管が漏水しており、２件の修繕を緊急に実施するもの。また、平木場郷内で通学

路となっている里道の路面補修工事を１件実施する。土木管理課では、道路新設改良費

は国の交付金の内示減に伴い、財源の一部を国庫補助金から地方債および一般財源に組

み替えるもの。長与港改修事業は、県が施工する事業費の増額変更に伴い、地元負担金

を増額補正するもの。公園緑地管理費の工事請負費は、国の交付金の内示減に伴う工事

着手年度の変更により事業費を減額するもの。都市計画課では、土地区画整理事業充当

起債４,１８０万円の増額は、国庫補助金の内示減に伴う起債借入額の増額。生涯学習課

では、働く婦人の家の工事請負費は空調設備の改修費用２基分を計上。多目的研修集会

施設の工事請負費も同様に空調設備の改修費用１基分を計上。公民館費では、６月に上

長与公民館にあるセンダンの木の枝の一部が折れたため、樹木全体で樹形を作り直し樹

勢を整えるために木の薬、剪定料を計上。工事請負費では、空調設備の改修費用２基分

を計上との説明がありました。主な質疑といたしましては、建設産業部産業振興課では、

特記すべき質疑はありませんでした。土木管理課では、道路新設改良は国の交付金の内

示減により財源組み替えをしているが、財源を組み替えてでもしなければならない理由

は何かに対し、道路の新設は（仮称）柳田椿林線の分で椿林区画整理が間もなく換地処

分になるため、それに伴う道路は今年度中に発注したいとの答弁がありました。都市計

画課では、特記すべき質疑はありませんでした。教育委員会生涯学習課では、働く婦人

の家の空調機はどの部屋の分で金額はそれぞれ幾らかに対し、講習室が８１万９,５００

円、相談室は４２万５,１５０円との答弁でした。以上のような質疑が行われ、全会一致

で可決すべきものと決しました。 

続きまして、議案第４８号令和６年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別



会計補正予算（第１号）の提案理由、主な内容は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ３,９

５３万２,０００円を追加し、総額をそれぞれ１５億１,５４３万２,０００円とするもの。

歳入は国庫補助金５,５２８万３,０００円、県補助金を１,３８２万１,０００円減額し、

一般会計繰入金を６,９１０万４,０００円増額する。国庫補助金の内示減に伴う財源組

み替え。歳出では、委託料３,９５３万２,０００円の増額は、高田南土地区画整理事業

の県への委託料で測量業務の一部前倒しに伴う増額。以上のような説明がありました。

主な質疑といたしまして、特記すべき質疑はありませんでした。全会一致で可決すべき

ものと決しました。以上報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず、議案第４４号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第４８号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第４４号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第４、議案第４４号令和６年度長与町一般会計補正予算（第３号）を採

決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第４５号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第５、議案第４５号令和６年度長与町国民健康保険特別会計補正予算（第

１号）を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第４６号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 



これから日程第６、議案第４６号令和６年度長与町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第１号）を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第４７号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第７、議案第４７号令和６年度長与町介護保険特別会計補正予算（第１

号）を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

これから議案第４８号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第８、議案第４８号令和６年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事

業特別会計補正予算（第１号）を採決します。本案に対する委員長の報告は可決です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

日程第９、議案第４９号令和５年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定についてから、

日程第１５、議案第５５号令和５年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決算認定につ

いてまでの７件を一括議題とします。 

ただ今一括議題とした議案について委員長の報告を求めます。 

総務厚生常任委員長。 

○１１番（金子恵議員） 

それでは報告をいたします。まず議案第４９号令和５年度長与町一般会計歳入歳出決

算の認定について、総務厚生常任委員会に付託をされました部分の報告を申し上げます。

まず、提案理由の主な内容として、歳入総額は１５９億１,３００万９,１４２円で、前

年度比３％の増加。自主財源である町税は１,６００万円の減少、要因は町民税の減によ

るもの。歳出総額は１４７億５,８９４万９,０４０円で、前年度比３.２％の増加。これ

は扶助費や投資的経費などが増加したことによるもの。歳入歳出差し引き残額は、１１

億５,４０６万１０２円。令和６年度への繰越額は５億２,３５５万１,１０２円。以上の



内容の他、経常収支比率の状況ならびに健全化判断比率などの説明を受け、また所管ご

とに事項別明細書に基づく詳しい説明を受けました。主な質疑として、企画財政部では、

財政課におきまして、貯金に当たる財政調整基金を当初予算で多めに計上する理由は何

かに対し、当初予算の財政調整基金、減債基金の繰り入れに関しては予算配分した中で、

歳入が足りない場合に取り崩している。多めにという考えではない。また、年度途中で

地方交付税等が確定し、歳入が見込めた場合、取り崩した額を繰り戻すという補正を行

っている。足りない分を財政調整基金から繰り出すことが前提になっていると感じる。

なるべく崩さないように歳出を組むという考えにはならないのかに対し、歳出を組む場

合は歳入に見合った歳出ということで、その範囲内で財源を含めサービスを行っていく

ことが前提である。実際かなり削って今の状態になっている。どうしても足りない分と

して財政調整基金を取り崩し、何とか予算を組み立てているという状況である。次に政

策企画課におきましては、複合施設整備費設計委託料の前金払いとして３０％の根拠は

何かに対し、要綱の中で工事費は４０％まで、委託料については３０％までは前払いで

きるという規定があるとの答弁でした。次に、税務課、収納推進課では、特記すべき質

疑はありませんでした。次に総務部総務課におきまして、災害時他自治体に派遣する場

合、基準やルールがあるのかに対し、大きな災害があった場合、まず地元の要望が重要

になる。本町に直接ではなく県を通じて依頼が来る。希望される職種とのマッチングを

した中で、派遣するという流れになっている。以上の答弁がありました。次に、契約管

財課におきましては、長与駅コミュニティホールでカフェが営業されているが、これに

より従来の使い方ができないと思っている人がいると聞く。実際には従来どおり使える

ということだが、カフェの設置、運営、営業が始まってから利用件数が減ったりとか、

もしくは直接的に町としてもそういう声を聞いたりしていないのか。カフェが入ったこ

とによる影響はないのかの質疑に対し、昨年９月にオープンした。９月から３月までに

２５件、１００日を超える展示、イベント等があった。展示関係の団体に聞き取りをし

たが、カフェが入ったことにより明るくなり不在のときにもカフェの人が作品について

案内、説明をしてくれるため助かっているという声を聞いた。ここはカフェの利用者の

みならず展示の団体も使えるということで周知をしている。また、待合所としても自由

に入れる空間になっている。以上の答弁がありました。次に、地域安全課におきまして

は、ふるさと長与応援寄附金の地域安全課分は、地域振興に使ってほしいということで

寄付されているが、指定があるのか。また、実際何に活用しているのかに対し、自治会

長報償費、自治会振興補助金、自治会長研修補助金、地域振興補助金、集会施設等補助

金などに充当している。経常的に必要な経費に使われているような気がする。そこは一

般財源で手当てし、特別な応援であることからプラスアルファの住民サービス、地域活

性化に使う方が寄付した人の目的にかなうのではないかという質疑に対し、現在さまざ

まな形で寄付が行われているが、目的としては地域振興になっている。今後何に活用し

たか明確になる新しい事業などに充当すべきと思う。しかし、一方で財源を考えていく



中で、一定程度財源を補う必要もある。その辺のバランスをとりながら今回の基金積立

を行った。この中で広く使っていきたいと考えているとの答弁でした。次に、情報政策

課に関しましては、特記すべき質疑はありませんでした。次の秘書広報課ですが、広報

モニターの意見など反映されているのかの質疑に対し、デザイン、特集案などさまざま

な意見をもらっている。広報紙もコンテンツとして情報通やインフォメーションなどが

あるが、それらの統廃合について令和６年５月からコンテンツを変更した形で意見を反

映しているとの答弁でした。次に、健康保険部健康保険課におきまして、質疑として高

齢者の保健事業と介護予防の一体的実施業務の事業内容に高齢者の健康課題の把握、分

析および個別支援等を実施したとあるが、これまでも課題の把握や分析は実施してきた

と思うが、広域連合の企画ではあるが、改めて事業化された理由は何かに対し、対象者

を指導するような事業が今までなかった。事業化することで確実に地区内でどのような

人がどれほどいるのか。その人に対し、具体的にリスクに対する低栄養や口腔機能の低

下などに着目した専門的な指導を行うことで、高齢による生活機能の低下、必要な栄養

指導を受ける機会を設けるということで制度化され、実施をしている事業であるとの答

弁でした。介護保険課におきましては、特記すべき質疑はありませんでした。次に、住

民福祉部におきましては、高田保育所、質疑は、町外の子どもを受け入れているが基準

があるのかに対し、町外からの入所希望があったときに受け入れが可能であれば入所と

なるとの答弁でした。次に、こども政策課におきましては、軽度、中等度の難聴児は手

帳がない。そこが対象となれば自己申告になるのか。周知はなされているのかに対し、

先天的な乳幼児は健診等で早期発見がされ、即、専門医につなげている。重度であれば

身体障害者手帳の対象になり、そうではない場合も経過を見て耳鼻科医から随時行政に

紹介してもらっているとの答弁でした。次に住民環境課におきましては、環境係で使用

していた２トントラックを売却しているが理由は何かに対し、３年ほど前に新しいダン

プを購入した。古い車両はイベント時の使用、故障したときの予備にしていたが、実情

として使う回数が少なかったため売却をしたとの答弁でした。次に福祉課におきまして

は、ふるさと長与応援寄附金はどういう事業に使ったのかに対し、地域福祉ボランティ

ア助成金３４万２,０００円、長与町心配ごと相談事業補助金５４万７,０００円、成年

後見制度利用促進中核機関運営業務委託料３００万円など、７つの事業に充当したとの

答弁でした。次に、会計課、議事課におきましては、特記すべき質疑はありませんでし

た。次に、監査事務局におきましては、監査委員からどういった意見等が出されている

のかの質疑に対し、令和５年度から開始をしているＬＩＮＥ機能を使用した行政手続に

ついて、住民への周知が不十分なのではないかという指摘があった。また、嬉里郷の町

営駐車場は管理人を配置しての有人受付を行っているが、効果があまりないのではない

かという指摘があり、利便性を高める意味でも無人化の検討はしてはどうかという意見

があった。以上、慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しました。 

次に、議案第５０号令和５年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定につ



いてをご報告申し上げます。提案理由、主な内容として、歳入は収入済額合計４３億１,

３７２万６,４６７円、前年度比０.４％の減額。不納欠損額は８０４万４９５円、収入

未済額８,０５５万５,２８５円は、前年度と比較して１,４１８万３,９３７円の減額と

なっている。歳出は、支出済額４２億７,２２３万３,２１５円、前年度比１.１％の増額。

不用額は７,８４８万８,７８５円、歳入歳出差し引き額４,１４９万３,２６１円は、全

額を翌年度へ繰り越すこととしている。以上の説明がありました。主な質疑として、４

８５万５,０００円が流用されている理由は何かに対し、高額療養費が当初見込みより上

がり、支払いに間に合わせるために流用したとの答弁でした。国は将来、保険料の統一

化を目指していると聞く。長崎県での統一化の状況はどうか。またその場合、本町の保

険料は上がるのかの質疑に対し、国が加速化プランを発表し、遅くとも令和１７年度ま

でには、保険料の水準を完全統一するようにという指針が出た。長崎県においては、具

体的な議論はなされていない。統一された場合、本町の保険料は上がる見込みとなって

いるとの答弁でした。以上、慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しま

した。 

次に、議案第５１号令和５年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定に

ついてをご報告申し上げます。提案理由、主な内容として、歳入では、収入済額合計は

６億３,５９４万１,６１３円、前年度比６.２％の増額。不納欠損額は５,１００円、収

入未済額は４１万４,６７２円、歳出は、支出済額合計６億３,２４９万８,８１３円で、

前年度比６％の増、不用額は７２５万７,１８７円、歳入歳出差し引き額は３４４万２,

８００円になった。以上の説明がありました。こちらに関しましては、特記すべき質疑

はありませんでした。慎重に審査した結果、賛成多数で認定すべきものと決しました。 

次に議案第５２号令和５年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についての

ご報告を申し上げます。提案理由、主な内容として、令和５年度末時点６５歳以上であ

る第１号被保険者は１万１,４７４人、前年度比１４７人の増。また、第１号被保険者の

うち、要支援要介護の認定者数は１,８７９人、前年度より４２人の増となっている。認

定率は１６.４％で、前年度比０.２ポイントの増。保険事業勘定の歳入は、収入済額の

総額は３２億３,８９４万３,７０３円、前年度比１億２,０９６万７,３１６円、３.９％

の増。歳出の主なものは、介護報酬改定に伴うシステム改修業務、一般介護予防事業と

してお元気クラブや脳トレ教室に関する経費、めだか８５、サポーターポイント制度事

業の委託料を計上。介護サービス事業勘定の歳入は、ケアプラン作成２,７８７件、ケア

マネジメント作成２,３９０件に対する収入。歳出では、地域包括支援センターの介護支

援専門員の人件費とその業務に係る経費、介護予防ケアマネジメント事業費は、民間事

業所への介護予防ケアマネジメント作成委託料である。以上の説明がありました。主な

質疑として、介護保険認定審査会とはどのようなものかに対し、介護保険の認定申請を

した後に主に要介護１から５、要支援１から２を決定、認定する審査会である。委員は

３０人、毎月６班による審査会があり、年間７２回開催しているとの答弁でした。次に、



委員の構成はどうなっているかの質疑に対し、医師、歯科医師、介護専門員、理学療法

士、作業療法士など、医師会やそれぞれの所属団体に依頼し、推薦してもらい決定して

いるとの答弁でした。以上、慎重に審査した結果、全会一致で認定すべきものと決しま

した。以上、報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず議案第４９号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５０号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５１号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５２号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

続けて報告を求めます。 

産業文教常任委員長。 

○９番（中村美穂議員） 

それでは報告をいたします。議案第４９号令和５年度長与町一般会計歳入歳出決算の

認定についての産業文教常任委員会の分割付託分の提案理由、主な内容については、建

設産業部産業振興課では、森林環境譲与税、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨

時交付金５億９,５０８万１,４６９円のうち、１億４,８２３万６,４５１円、県の中山

間地域等直接支払交付金および多面的機能支払交付金など。長崎県市町村振興協会地域

活性化支援事業助成金のうち、２９０万２,０００円が長与川まつりおよびイルミネーシ

ョンの点灯などの町のＰＲ事業に対する助成金。農業等事業債は、県事業で行っている

藤の棟ため池の堤体補強工事に係る農村地域防災減災事業負担金に対する起債。歳出は、

ふるさと長与応援寄附金に係る経費。５年度のふるさと納税受付件数は１万４７４件、

寄付額２億３,５６９万５,００１円。その他、長与・時津シルバー人材センターへの運

営補助金。長与町有害鳥獣被害防止対策事業補助金は、町単独事業による有害鳥獣によ

る農作物の被害防止対策として、ワイヤーメッシュ柵２,９６８メートル、電気柵２,０

０４メートルの整備３０件に対する補助の他、有害鳥獣捕獲報奨金としてイノシシ１７

５頭、中型動物等３６頭に対する補助。長与町プレミアム商品券発行事業補助金は、新

型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用した経済対策で、プレミアム率

を６６.７％としたプレミアム付き商品券を１世帯の購入上限５セットとして発行。土木

管理課では、歳入では、国の道路橋りょう費補助金は、町道長与中央線の舗装補修工事

の補助金など。都市計画費補助金は、都市計画道路西高田線整備事業、公園施設長寿命

化計画に伴う公園遊具更新分の補助金。歳出では、町道管理委託料は街路樹の剪定およ



び除草委託など４３件。町道維持補修委託料は、シルバー人材センターへの委託を含め

９件の委託。工事請負費は、町道長与中央線道路改良工事や町道吉無田女ノ都線舗装補

修工事など１２２件。街路事業費の工事請負費は、都市計画道路西高田線に伴う工事１

６件を実施。公園緑地管理費の委託料は、町内の公園等のトイレ清掃等を行う公園清掃

管理委託料の他、各公園の維持管理業務および中尾城公園、潮井崎交流館の公園施設管

理委託としてシルバー人材センターなどに支出。公園遊具の更新事業である長寿命化対

策工事費は、天満宮公園の遊具更新に関する工事を３件。都市計画課では、歳入は急傾

斜地崩壊対策事業分担金。住宅使用料および町営住宅駐車場使用料は、東高田、西高田、

岡岬の３カ所分。国の住宅費補助金のうち、公営住宅等ストック総合改善事業補助金は、

東高田町営住宅Ｄ棟、Ｅ棟の長寿命化改修工事および工事監理業務に対する補助金。歳

出では、下水道施設事業費負担金９,３４１万６,９１３円は、全て高田南土地整理地区

内の長崎市下水道区域の工事に対する事業負担金。住宅性能向上リフォーム補助金が１

５件で１５０万円、親子でスマイル住宅支援補助金が１件で４０万円。教育委員会の教

育総務課と学校教育課は、一括して説明を受けました。歳入の主なものとして、教育費

国庫補助金の小学校費、中学校費の公立学校情報機器整備費補助金は、ＧＩＧＡスクー

ル運営支援センター委託に充当。県の地域部活動推進事業委託金は、休日の部活動の地

域移行に関する実施研究に対する県からの委託金で、休日における地域運動部活動の指

導および運営委託料に充当。ふるさと長与応援寄附金「教育の充実や生涯学習を推進」

分３,７０３万７,０００円を学校施設保守・清掃委託などに充当。企業版ふるさと納税

寄附金は、２１０万円を地域運動部活動推進事業に充当。学校給食食材費負担金は、給

食の公会計化に伴う賄材料費の保護者等に負担。 

○議長（安藤克彦議員） 

暫時休憩いたします。 

（暫時休憩） 

○議長（安藤克彦議員） 

休憩前に引き続き、会議を再開いたします。 

中村委員長。 

○９番（中村美穂議員） 

失礼いたしました。続けさせていただきます。学校給食食材費負担金は、給食の公会

計化に伴う賄材料費の保護者等負担分。歳出では、報酬の主なものは教育相談指導員２

名、学校運営指導員１名分と外国語指導助手３名分の報酬。各種大会参加補助金は、交

通費、宿泊費を補助しており、町内の中学校に対し、県大会２０件、九州大会５件、全

国大会１件の計２６件分。教育振興基金積立金は、一般会計の余剰金より３億円および

預金利息１万４,６７７円を積み立て。小学校費と中学校費の校舎整備工事費は、長与南

小および北小の普通教室ＬＥＤ照明取替工事、高田小および北小のトイレ洋式化工事、

長与中および長与第二中の特別教室ＬＥＤ照明取替工事、長与第二中および高田中のト



イレ洋式化工事が主なもの。学校給食費の賄材料費は、給食の公会計化に伴う給食食材

の購入費。生涯学習課では、歳入は、県からの市町村権限移譲等交付金のうち、史跡は

県指定文化財の五輪の塔の管理に対する委託金、立ち入り調査は有害図書などの立ち入

り調査を実施している分の委託金。ふるさと長与応援寄附金のうち４,０１１万６,００

１円を勤労青少年ホーム管理経費や青少年健全育成事業、社会教育事業、図書館事業、

保健体育事業に充当。広告掲載料のうち１０万２,６００円は、１５社２７誌の図書館設

置雑誌スポンサーとしての受け入れ分。歳出は、働く婦人の家管理費の工事請負費では、

空調設備機器設置工事。多目的研修集会施設管理費の工事請負費では、施設全体の屋根

防水工事および大ホール空調設置工事、公民館費の修繕料では、高田地区公民館図書室

カーペット張り替えや上長与公民館給水管修繕など合計１８件。工事請負費は、長与町

公民館冷温水配管撤去工事と上長与公民館への空調機取り付け工事２件分。文化振興費

の報償費では、東京大衆歌謡楽団、手相芸人島田秀平氏による手相占いトークショー、

平和コンサートに関する謝礼、第９回郷土芸能大会出演謝礼等。開発工事に伴う発掘調

査作業委託料は、昨年６月、嬉里郷皿山付近での土地開発区域で大雨時の道路破損を発

端として多くの遺物が発見され、その土地の基礎調査を行ったもの。農業委員会では、

歳入は農業委員会交付金、農地利用最適化交付金、農地集積・集約化対策費補助金。歳

出は、農業委員１２名および農地利用最適化推進委員８名の報酬、農業委員会委員候補

者評価委員１名の報酬。農地利用調査謝礼は調査員３３名の謝礼。タブレットのインタ

ーネット接続料、農業委員会サポートシステムの地図更新作業にかかる費用との説明が

ありました。主な質疑といたしましては、建設産業部産業振興課では、ふるさと長与応

援寄附金の歳入額に対し返礼品などの経費はいくらかに対し、歳入額は２億３,５６９万

５,０００円で、経費は、返礼品やポータルサイト利用料など１億１,９６０万２,０００

円であるとの答弁でした。プレミアム付き商品券の販売率と額はどれくらいかに対し、

販売率は６５.８５％、額としては予定額４億３,０００万円に対し、発行総額は２億８,

３１６万円であるとの答弁でした。土木管理課では、道路維持補修工事は１２２件とし

ているが主要な道路以外にも補修が必要な道路があると思うがどうかに対し、道路舗装

の修繕計画を立て優先度の高い道路を補修しているが、自治会要望などを含めできる限

り補修していきたいとの答弁でした。都市計画道路西高田線の進捗率と何年に完成する

予定なのかに対し、事業費ベースは９１％、用地取得９２％、建物移転９７％、事業計

画は８年度末が完成年度であるという答弁でした。都市計画課では、長崎市が整備する

高田南土地区画整理地内の長崎市下水道区域の工事負担金はいつまでかに対し、工事は

６年度に完了するためその分までであるという答弁でした。町営住宅修繕工事はいつま

でかに対し、平成２６年度から町営住宅の長寿命化計画の中で、岡岬、西高田、東高田

の順で進めてきた。６年度の東高田が終われば改修は全て終了となるという答弁でした。

教育委員会教育総務課、学校教育課のタブレットの修理費負担金の内容はに対し、保護

者の負担は家庭で破損した場合に発生し、負担額は画面割れが１万円、充電ケーブルの



破損は１,２００円で、実際の修繕額との差額は公費で負担しているという答弁でした。

学校のトイレの洋式化はどれくらい進んでいるのかに対し、小学校６２.２％、中学校６

０.９％、小中合わせて６１.８％で、７年度までに約７０％の洋式化を目指していると

いう答弁でした。生涯学習課では、郷土芸能大会があったが郷土芸能を残すための経済

的支援は考えていないのかに対し、大会の出演補助とそれ以外に毎年１０万円の補助を

各団体にしているという答弁でした。農業委員会では、特記すべき質疑はありませんで

した。以上のような質疑が行われ、全会一致で認定すべきものと決しました。 

続きまして、議案第５３号令和５年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別

会計歳入歳出決算の認定についての提案理由、主な内容として、歳入では収入済額１７

億５,７７９万８,８３７円、翌年度への繰越事業費の財源となる収入未済額は４億４８

０万６,０００円、歳出では、支出済額１５億４,３３０万８,７９０円で、翌年度への繰

越明許費は５億７,７７６万４,０００円、高田南土地区画整理事業に係る５年度の事業

実績は、本工事費８件、９億３,０３５万３,０００円、補償費３件、２,９４０万４,０

００円、測量試験費１３件、１億２,３０２万１,０００円、負担金１件、６,５８４万２,

０００円、その他１件、１,５７５万円。事業進捗率は、道路築造６５.０％、宅地造成

８１.６％、以上の説明がありました。主な質疑といたしましては、一括施工は６年度内

に完成するのかに対し、６年８月末現在で計画、工事進捗率ともに９２％で、計画どお

り６年度末の工事完成に向けて進んでいるとの答弁でした。以上のような質疑が行われ、

全会一致で認定すべきものと決しました。 

続きまして、議案第５４号令和５年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算認定につ

いての提案理由、主な内容については、収益的収入及び支出の収入は８億６０９万５,０

６４円、支出は７億１,６５１万９,８８９円。資本的収入および支出の収入は４億９,６

８５万５,０００円、支出は５億３,４９１万４,７７７円。資本的収入額が資本的支出額

に不足する額８,０６４万９,７７７円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調

整額１,３３８万６,３７４円、過年度分損益勘定留保資金６,７２６万３,４０３円で補

塡。当年度純利益が７,５９６万６,９４８円、当年度未処分利益剰余金は、当年度純利

益と同額の７,５９６万６,９４８円。当年度未処分利益剰余金は全額建設改良積立金に

積み立てる。以上の説明がありました。主な質疑といたしまして、中尾団地の配水管布

設替え工事を行っているが、当初布設してからの経過年数と工事の優先順位はどのよう

に決めているのかに対し、経過年数は５１年、漏水の頻度や使用している管材などを勘

案して決めているという答弁でした。水道料金はどれくらい改定されていないのかに対

し、値上げの改定は昭和６３年に行ってから３６年間行っていないという答弁でした。

主な質疑は以上のとおりで、剰余金の処分については全会一致で可決すべきもの、決算

認定については、全会一致で認定すべきものと決しました。 

続きまして、議案第５５号令和５年度長与町下水道事業剰余金の処分および決算認定

について、提案理由、主な内容は、収益的収入及び支出の収入は９億８,３４６万１７１



円、支出は９億３８１万６,５４８円。資本的収入及び支出の収入は２億１,２０９万４,

８７６円、支出は４億７,３３８万１６９円。資本的収入額が資本的支出額に不足する額

２億６,８７８万５,２９３円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額１,６

２２万９１２円、過年度分損益勘定留保資金２億５,２５６万４,３８１円で補塡。当年

度純利益が６,３４２万２,７１１円。当年度未処分利益剰余金は、当年度純利益と同額

の６,３４２万２,７１１円。未処分利益剰余金は全額建設改良積立金に積み立てる。以

上の説明がありました。主な質疑といたしまして、水洗化未整備と水洗化率はどれくら

いかに対し、長与町の区域内において未整備が８世帯で、整備はされているが未水洗の

世帯が１０２世帯。処理区の水洗化率は９９.３９％、行政区域ベースでは９８.９３％

であるとの答弁でした。汚水管の耐用年数と改築する場合の理由は何かに対し、耐用年

数は５０年でストックマネジメント計画に基づき調査を行い、優先度の高いものから改

築を行うという答弁でした。主な質疑は以上のとおりで、剰余金の処分については全会

一致で可決すべきもの、決算認定については全会一致で認定すべきものと決しました。

以上で報告を終わります。 

○議長（安藤克彦議員） 

これから委員長の報告に対する質疑を行います。 

まず議案第４９号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５３号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５４号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。 

次に、議案第５５号について質疑はありませんか。 

質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

これから議案第４９号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

１３番、堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

議案第４９号令和５年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、反対の立

場から討論を行います。私が所属しております総務厚生常任委員会では、決算状況、施

策の効果などの質疑を交わし、疑問が多少残るものはあるものの、その他指摘した課題

について担当課は今後の施策や次年度予算編成に当たってしっかり検討していく旨の答

弁があり、委員会での採決で賛成をいたしました。産業文教常任委員会で審査された内

容のうち、５年度の当初予算で党派を同じくする同僚議員が当時、高田南土地区画整理

事業への一般財源の投入など財政負担の過大さなどを指摘をし、反対しておりました。

この間、議会、一般質問などでも同僚議員も含め、住民から寄せられる要求に財源が厳



しいという理由で実現しない例が少なくありません。同程度の人口、財政力である時津

町では、一定要件を満たす高齢者の日常的な外出支援、社会活動参加を目的に年額９,０

００円の交通費助成を実施できています。本町の事業とは制度が若干異なりますが、町

民からは高齢者交通費助成のこの金額の隣町との大きな差が話題になっております。区

画整理事業が当初計画どおり、もしくは多少の変更があったとしてもそうした範囲内で

終了していれば、本町のコンパクトさと類似団体と比較して、余裕度がある自主財源収

入に裏打ちされた財政力を生かして、一般財源を住民要求にもっと応える形で有効に活

用できたものと思います。地方自治法第１条の２で、自治体の存在目的を住民の福祉の

増進を図ること、すなわち住民の幸福度を高めることにあるとしております。議会内で

少数であってもこうした問題を指摘した議員が存在したことを会議録に刻み、後世で同

様な計画が持ち上がった際の教訓としていただきたい。こうした意味も含めまして反対

討論といたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

５番、八木議員。 

○５番（八木亮三議員） 

私は議案第４９号令和５年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定につきまして、賛成

の立場から討論いたします。令和５年度の本町の一般会計決算は、歳入が約１５９億１,

３００万円、歳出が１４７億５,９００万円で、単年度収支はマイナス７,６００万円と

なっているものの、令和２年度、３年度の単年度収支がいずれも２億円を超えるプラス

だったことに鑑みますと、営利を目的とせず行政サービスを提供していくべき地方自治

体としてむしろ必然的なマイナスと言えると考えます。平成２７年度には７.４％だった

実質収支比率が年々増加し、５年度も１２.７％となっていますが、国のコロナ対応臨時

交付金の過大交付が影響していると考えられ、こちらも大きな心配はないと考えますが、

新型コロナ感染症が一定の終息を見せた今後は実質収支比率を下げていくことも意識し

ながら事業実施が必要であるとは考えます。１年間の決算は、数字を通して本町のまち

づくりの姿勢や方向性が浮かび上がってくるものですが、５年度の決算からはまず高田

南地区土地区画整理事業や新図書館等複合施設建設事業は、物価高騰の影響は受けつつ

も最新の計画から大きく外れることなく順調に進んでおり、いずれも構想当初の想定か

らは大きく遅延しているものの、であるからこそ長年の懸案事項を順当に解消し、町民

の不安を軽減しようという現職職員各位の努力と責任感を感じます。寄附金が２億４,７

００万円という過年度を大きく上回るものとなっていることからは、そのほとんどを占

めるふるさと納税制度の意欲的な活用が大きく奏功しており、この寄附金を健康事業や

幼児保育施設への補助に活用していることや臨時交付金による各種給付事業の確実な実

施、経常財源による好調な介護予防事業の継続や子ども医療費助成の拡大からは、所得

に関わらず、子どもから高齢者まで全ての世代の町民の暮らしやすさを考えたバランス



のとれたまちづくりが行われていることが分かります。しかしながら当然に、改善の余

地がある事業もあります。高齢者交通費・健康づくり助成事業やＨＰＶワクチンキャッ

チアップ接種事業などは、現状の財政の中でも十分に拡大や推進が図れるものと思われ

ますし、駐車場事業や移住促進事業などは費用対効果を見直して、事業の改廃も検討す

ることが最小の経費で最大の効果を上げる自治体の責務を果たすことだと考えます。こ

の点においては５年度が有料化後初めての決算であった潮井崎キャンプ場についても５

０万円程度の収入を得るために利用者を減少させたという事実があり、この決算の結果

から所管課にはなすべきことを考えていただけることを望みます。以上のように効果を

上げている事業と改善の必要な事業の両方はあるものの、委員会での詳細な審査の結果、

全般において適法適正ではないような不認定とすべき瑕疵は見受けられず、財政運営も

社会情勢の変化への対応の範囲を逸脱していないと判断いたします。今後もますます切

実となる人口減少と少子高齢化や地球温暖化などの避けられない課題を的確に把握した

上で、職員各位におかれましては、必要な投資的事業の実施と将来世代の負担の軽減の

バランスを考えながら長期的な視点で実効性のある事業と財政運営を行っていただくこ

とをお願いし、認定に賛成といたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第９、議案第４９号令和５年度長与町一般会計歳入歳出決算の認定につ

いてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。よって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

これから議案第５０号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１０、議案第５０号令和５年度長与町国民健康保険特別会計歳入歳出

決算の認定についてを採決します。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

これから議案第５１号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 



１３番、堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

私は議案第５１号令和５年度長与町後期高齢者医療特別会計決算の認定に反対の立場

から討論を行います。後期高齢者医療は、住民が７５歳に到達すると、従来の医療保険

制度から脱退させこの制度に加入することになっております。７５歳を超える高齢者は

今後も増加することが確実です。そして、老齢に伴い病気にかかりやすく、体調の変化

も起こってまいります。こうした高齢者が増えるごとに、そして医療費が増えるごとに、

被保険者の負担は増加する制度設計になっております。住民の負担増加について、国や

自治体は持続可能な制度を維持するためと説明いたします。医療費が多くかかる７５歳

以上の高齢者だけを他の医療保険から切り離し、数年ごとに保険料を確実に引き上げて

いく仕組みを、制度の持続性を維持するため国が決めたことだからって片づけられたら

高齢者はたまったものではありません。同制度は、県の広域連合が事業の運営をしてい

ますが、本町として上がり続ける住民負担の問題点を住民の目線に立って広域連合や国

に訴え、国庫負担を抜本的に増額することを求めることや、また、約９０億円積み上が

っている広域連合の財政調整基金、約３０億円ある財政安定化基金を高齢者負担の軽減

に充てることを求めるなど、できることはまだあると考えます。今日私たちが平和に生

活できる経済的土台は、戦後の荒廃から国土と郷土の復興を成し遂げ築き上げてきた高

齢者の汗の結晶であります。高齢者が長生きした結果、数年ごとに保険料が重くのしか

かるこの制度は、発足当時も国民的な批判を浴び社会問題となりました。今でも社会保

障の理念に著しく反するものであると言わざるを得ません。当面、以前の老人保健制度

に戻すことが急務と考えます。老人保健制度は、国民健康保険や健康保険組合などの医

療保険制度に加入しながら老人保健制度で医療を受けることができ、現役世代より窓口

負担を軽減するための財政調整の仕組みとなっております。高齢者と若年層の分断に基

づく、この後期高齢者医療制度を批判する立場で本決算認定に不同意を表明いたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

２番、堀議員。 

○２番（堀真議員） 

私は議案第５１号令和５年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定につ

いて、賛成の立場から討論いたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

掘議員、マイクを寄せてもらっていいですか。 

○２番（堀真議員） 

本町の後期高齢者医療制度の平均被保険者数は、前年度より３０３人増え５,８８３人、

給付額については、５８億８,９５５万７,０００円、１人当たり１００万１,０００円で、

１人当たりの給付額は、県平均に比べ約１万１,０００円低い額となっています。また、



保険料調定額は５億１,７６７万９,７７２円、収入済額は５億１,７２６万円、収納率は

９９.９１％で前年度より０.４％増加しており、県下でも２位の収納率となっておりま

す。これら給付額や収納率の状況を見ますと、安定的な財政運営の取り組みが一定なさ

れているものと判断できます。今後も健康診査や高齢者の保健事業と介護予防事業の一

体化、健康ポイント事業などをより充実させ、医療費の抑制、効率的な財政運営に努め

られますよう意見を付して、本議案に賛成をいたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１１、議案第５１号令和５年度長与町後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算の認定についてを採決します。 

この採決は起立によって行います。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。よって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

これから議案第５２号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１２、議案第５２号令和５年度長与町介護保険特別会計歳入歳出決算

の認定についてを採決します。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

これから議案第５３号の討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

１３番、堤議員。 

○１３番（堤理志議員） 

議案第５３号令和５年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、不認定の立場から討論を行います。この区画整理事業は、施工完

了まで間もなくというところまできました。分かりやすく説明するために西暦で示しま

すが、事業開始は１９８３年、完了予定年度は当初の計画では１９９４年まで１１年間

の施工期間、総事業費は、当初１１１億円で収まるというものでありました。これが実

際にどうなったかというと、工事完了は２０２４年度末、総事業費は、監査委員の審査

意見書によりますと、令和５年度末決算で３１３億円ということであります。まとめま



すと完了までの年数は３０年超過し、事業費は２０２億円以上超過します。この中には

一般財源からも相当額が投入されています。この事業の途中まで私の所属党派の先輩議

員は、事業に特段反対をしてきませんでした。それは長崎都市圏の労働者の住居確保や

町の玄関口を整備するという役割に正当性があったからだと考えます。その後、事業の

膨張と予算額の増加が余りにも顕著となり、看過することができなくなりました。その

ため約２５年ほど前からこの計画は見直しをするべきと主張し、反対するに至りました。

しかし、膨れ上がる工期と事業費は止まることなく今日に至りました。このような経過

を鑑みれば施工完了が目前であるからといって、決算と膨れ上がった事業を黙認するこ

とはできません。本特別会計がたどってきた足跡と問題点を会議録で町民に明らかにす

るとともに、議会の中でも指摘する必要があると考えますので、本決算認定に反対、不

認定の立場を表明し討論といたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、賛成討論はありませんか。 

２番、掘議員。 

○２番（堀真議員） 

議案第５３号令和５年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理事業特別会計歳入歳出

決算の認定について、賛成の立場から討論いたします。令和５年度の収入済額は１７億

５,７７９万８,８３７円で、支出済額は１５億４,３３０万８,７９０円で、歳入歳出差

引額は２億１,４４９万４７円となっており、令和５年度は主に一括施工区域内の宅地造

成工事や道路築造工事などが行われました。本事業は土地の有効活用や防災性の向上な

どの環境改善を図るため、昭和５９年に都市計画決定を行い昭和６１年からは長崎県に

事業を委託し、整備が進められています。令和３年度には一括施工の一部が完成し、令

和５年には自治会も発足するなど、住宅地として機能し始めたところです。この事業は

既に１５回の事業計画の変更を行い事業費は既に３３１億円まで膨れ上がり、事業開始

から３５年以上が経過しています。令和５年度末の進捗率は事業費が９４.６％、宅地造

成が８１.６％であり、本年度の完成に向け事業も大詰めを迎えております。しかし現在

も仮住まいをされている方もおられ、地権者や関係者の皆さまに今までのご不便やご苦

労はいかばかりかと拝察をする次第です。現在、順調に工事が行われているようですが、

本年度完成に向け補助金確保に尽力いただきながら町、県が一体となって事業を推進さ

せ計画どおりに事業が完成することを要望し、賛成討論といたします。 

○議長（安藤克彦議員） 

次に、反対は討論ありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１３、議案第５３号令和５年度長崎都市計画事業長与町土地区画整理

事業特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。この採決は起立によって行い



ます。本案に対する委員長の報告は認定です。 

本案は委員長の報告のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（起立多数） 

起立多数。よって、本案は原案のとおり認定することに決定しました。 

これから議案第５４号のうち、剰余金の処分について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１４、議案第５４号令和５年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算

認定についてのうち、剰余金の処分について採決します。剰余金の処分に対する委員長

の報告は可決です。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案のうち剰余金の処分については、可決されました。 

次に、議案第５４号のうち、決算認定について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１４、議案第５４号令和５年度長与町水道事業剰余金の処分及び決算

認定についてのうち、決算認定について採決します。決算認定に対する委員長の報告は

認定です。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案のうち決算認定については、認定することに決定

しました。 

これから議案第５５号のうち、剰余金の処分について討論を行います。 

まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１５、議案第５５号令和５年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決

算認定についてのうち、剰余金の処分について採決します。剰余金の処分に対する委員

長の報告は可決です。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案のうち剰余金の処分については、可決されました。 

次に、議案第５５号のうち、決算認定について討論を行います。 



まず、反対討論はありませんか。 

次に、賛成討論はありませんか。 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

これから日程第１５、議案第５５号令和５年度長与町下水道事業剰余金の処分及び決

算認定についてのうち、決算認定について採決します。決算認定に対する委員長の報告

は認定です。 

委員長の報告のとおり決定することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、本案のうち決算認定については、認定することに決定

しました。 

日程第１６、議員派遣の件を議題とします。 

お諮りします。会議規則第１２９条の規定により、お手元に配布のとおり議員を派遣

したいと思います。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、お手元に配布のとおり議員を派遣することに決定しま

した。 

日程第１７、委員会の閉会中の継続調査申し出を議題とします。 

総務厚生常任委員長、議会運営委員長、議会広報広聴常任委員長から目下委員会にお

いて調査の事件について会議規則第７５条の規定により、お手元に配布のとおり閉会中

の継続調査の申し出があります。 

お諮りします。委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、委員長からの申し出のとおり、閉会中の継続調査とす

ることに決定しました。 

以上で今期定例会に付議されました議案の審議は全て終了しました。 

お諮りします。会議規則第４５条の規定により、今期定例会において議決された案件

につきまして、字句、数字、その他軽微な整理を要するものがあった場合、その整理を

議長に委任されたいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

異議なしと認めます。よって、これら整理を要するものにつきましては、議長に委任

することを決定しました。 

次に、閉会に当たり町長から発言の申し出がありますので、許可します。 

吉田町長。 

○町長（吉田愼一君） 

皆さん大変お疲れさまでございました。閉会に当たりまして、一言ご挨拶を申し上げ



たいと思っております。去る９月３日に開会をしていただきました令和６年第３回長与

町議会定例会も本日最終日となりました。本定例会では令和５年度の各会計歳入歳出決

算認定をはじめ提案いたしました各議案につきまして、本当に長い期間、慎重にご審議

を賜りご決定をいただきました。心からお礼と感謝を申し上げる次第でございます。ま

た、今回は８名の議員の皆さまからご質問を頂きました。町政の発展の立場からご指摘

等を賜りました。重ねて感謝申し上げる次第でございます。皆さまからのご指摘、ご指

導、ご提案につきましては、真摯に取り組んでまいります。今後とも住みたい、住み続

けたい、住んでよかったと思っていただけるよう、幸福度日本一のまち長与町の実現を

目指し、また、１００年安心のまちづくりに邁進してまいりますので、議員の皆さん方

におかれましても引き続きご支援、ご協力を賜りたいと思っております。さて、いよい

よ季節は秋を迎えるわけでございます。本町では日本スポーツマスターズ大会におきま

して、９月２８日より男子ソフトボール競技が開催されることとなっております。また、

町民体育祭や各地区の公民館まつりなど、大小さまざまな行事がめじろ押しとなってお

ります。議員の皆さま方におかれましてもご協力を頂く場面があろうかと思っておりま

すけれども、引き続きお力添え賜りますようお願い申し上げまして、閉会に当たりまし

てのご挨拶とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。 

○議長（安藤克彦議員） 

これにて会議を閉じます。 

令和６年第３回長与町議会定例会を閉会します。 

（閉会 １１時０６分） 


